広州市政府関係部門との意見交換について
２０１０年２月１１日

在広州総領事館

２月５日、在広州総領事館、広州日本商工会及びジェトロ広州事務所の３者は、広州市の関係部門との間で、ＰＥ認定に係わる諸問題や駐在員事務所の管理強化、アジア大会関連の各種規制などにつき意見交換を実施したところ、以下のとおり概要をお知らせいたします。
１．ＰＥ（恒久的施設）認定に係わる諸問題について

（当方）：広州市の各地区の地税局による新たな通知が、当地に進出した我が国企業の活動に大きな影響を与えている。具体的には、第一に、各地区の地税局による日本からの出張者に対するＰＥ認定、また、それに係わる個人所得税の徴税である。このＰＥ認定に係わる問題については、従来の政策措置の突然の変更、さらには、これまで各地の税務当局に承認されてきた納税の形式を無視したものであるため、懸念が拡がっている。第二に、現地法人に出向している日本人駐在員の日本における社会保険費の支払いのための現地法人から出向元企業への送金に対して、一部の税務当局で無税での送金を認めないとの動きが出てきている。

投資先での徴税を含む政策の予見可能性は、非常に重要な要素である。現在、当地で起きている税務当局の動きは、従来より認められてきた措置を大きく変更するものであり、企業においては、実際に課税された場合の追加的な負担が発生しているが、それだけでなく、貴国の投資環境の大きな不安要素にもなりかねないと推察する。

ついては、最近の各地の税務当局によるＰＥ認定の動きにつき、中国側においては如何なる規則や見解の変更がなされ、行われているのか、また、従来までの納税方法との整合性などにつき、如何なる認識がなされているか説明いただきたい。
（市地税局）：ＰＥに関しては、日中両政府により締結された「日中租税協定」で明確に規定されている。つまり、「日中租税協定」の第５条５項で「派遣人員が役務を提供する場合、このような活動が単一の工事（中国語では「項目」）又は複数の関連工事（中国語では「項目」）について１２ヶ月の間に合計６ヶ月を超える期間行われる時にかぎり、当該企業はその他方の締結国に「恒久的施設」を有する」とある。
ＰＥを認定する上で、技術移転及び同プロジェクトの技術に関するコンサルタントの役務と一般的なコンサルタントの役務との間で大きな差がない。このため、我々は「日中租税協定」に基づき、ＰＥ認定という税務上の判断を行っている。技術に係わる役務を提供をしている中外合弁企業の間で我々のＰＥ認定が問題になっていることは認識しているが、地税局から、ＰＥと認定された場合、当該企業は、国内の法律に基づき、派遣人員の役務提供に対して、個人所得税の納税義務が発生することになる。
他方、いくつかの企業において、我々と異なる認識であることは理解しており、我々はこうした企業と幾度となく協議している。仮に、企業の論拠がしっかりしていれば、ＰＥを構成しないと認定することは可能であるが、我々は企業に対して税務的な理論に従って説明してきたため、大多数の企業の理解を得ており、関連の規定に基づきＰＥと認定している。企業がＰＥを認定する旨通知を受け取った場合は納税いただきたい。また、仮に、今後、国家税務総局から新たな規定が公布されれば、我々は同規定を執行していくことになる。
続いて、駐在員に対する営業税課税問題について説明したい。一部の区地方税務局では、駐在員が本国の利益となるような役務に従事していると認められた場合、当該駐在員の給与に対して個人所得税を課するほか、その給与収入額について役務従事としての営業税を徴税している。われわれは区レベル税務局の法規執行の独立性に影響を与えることはしないが、この問題に対して、引き続き調査をしたうえ、われわれの見解を示す用意がある。それまでは、確実なコメントができない。具体的な事例に対して個別対応する必要がある。
（市国税局）：日系企業から提出された上記の問題において、国税局が直接関係するものはないと理解しているが、本日は、折角の機会であるので、ＰＥ認定に関する政策を解説したい。
「日中租税協定」を含め、その他の「租税協定」がＰＥ認定の原則規定である。他方、我々は、ＰＥ認定に関して、２００９年９月１４日の国税函５０７号（以下、「５０７号」）を通達しており、これが、日本側から、ＰＥに関する規定に突然の変更があったと認識される原因だと考える。
通常、技術の使用料（ロイヤリティー）は技術移転及び技術サービスが含まれている。我々は、技術譲渡を主体に、コンサルティング及びトレーニング等も契約の一部と見なして徴税してきた。当該企業は、同契約に基づき、現地法人から、技術の使用料（ロイヤリティー）を受け取り、その受取全額に対して、国税局に企業所得税（使用料源泉所得税）を申告し、納税してきた。国税局としては、企業所得税の源泉徴収の第５９条や財税外字（１９８２）１４３号に基づき企業所得税（使用料源泉所得税）を徴税してきた。しかし、「５０７号」が公布されて以降、同規定において、技術移転に係わる技術サービスの補助規定が出され、技術サービスの部分がＰＥと認定された場合、その部分を地税局に申告し、納税しなければならないとされた。
他方、「５０７号」は２００９年１０月１日から施行されたため、２００９年１０月１日以降に、ＰＥと認定された部分は、企業所得税（使用料源泉所得税）と切り離して納税しなければならなく、このため、国税局と地税局で解釈の相違は存在しない。

同時に、「５０７号」が施行される前の部分については、企業から提出される証明が十分であれば、企業の申告を基に、関連規定によって徴収することになる。南沙区や黄埔区では、税務当局と日系企業の間で大きく見解が分かれていることは十分に承知しているため、企業におかれては、必要に応じて、我々に相談いたただくことも可能である。
（当方）：ＰＥ問題に関しては、本日、北京で大使館、JETRO、中国日本商会と国家税務総局との間で意見交換が行われている。仄聞するところ、国家税務総局では、ＰＥ認定に関して、新たなガイドラインを出来るだけ早く発出する方向で検討中であると言う。先程の説明では、国家税務総局が新たな規定を公布したならばそれに従って処理するとの説明がされたが、先程説明したように新たなガイドラインを準備中と聞いているため、それまでの間、徴税等執行を停止して頂きたい。
（市地税局）：我々現場の税務当局の決定は関連規定に基づくものであり、企業との間で意見の乖離等の問題がある場合、我々は上級機関に判断を仰ぐことになる。また、仮に中央から新たな規定が通達されれば、それに基づき、対応していくことになる。

２．外国企業駐在員事務所の管理強化に関する通知

（当方）：２０１０年１月４日に、「外国企業駐在代表機構の登記管理を更に強化することに関する通知」工商外企字（２０１０）４号（以下、「４号」）が公布された。本通知では、駐在員事務所の代表（首席代表を含む）の人数は４人を超えてはならないとし、４人を超える駐在員事務所については、原則として就労者の削減しか認めない等が通知され、当地日系駐在員事務所の間で不安が広がっている。

一部の外国企業駐在員事務所で虚偽の証明書を提出して登記を行ったり、本来行ってはならない経営活動などを行ったケースがあったことは仄聞している。しかし、駐在員事務所は法人化やビジネス発掘のためのアンテナ機能を果たしており、貴市への投資を検討、準備などのためには欠かせない重要な拠点である。

ついては、貴局におかれては、関係当局と連携をとりながら、法令を遵守している駐在員事務所に対して、従来通りの対応となるよう調整いただきたい。

（市工商局）：「４号」の「三．」で「駐在員事務所の代表（首席代表を含む）は４人を超えてはならない。４人を超えている事務所は、原則として代表の取消しか認められず、新規に代表を増やすことはできない」とある。下級部門である我々としては、国家レベルで明確にされた規定には粛々と従うほかないが、本日は、以下の２点について、説明したい。
　まず、本規定が施行された後、新たに設立された駐在員事務所の代表の人数は4人以内に制限されなければならない。

　次に、本規定施行前に設立された駐在員事務所で、代表者が４人を超えている場合は、これを4人以内に減少させなければならないという具体的な規定が存在するわけではない。このため、４人を超えている駐在員事務所に対しては現行の状況を引き続き認める。「４号」では、原則として人数を減少させることだけが可能であり、増加は不可と定められているものの、我々としては、人数に変更がない中で、代表者が交替する場合、これまでの歴史を尊重し、各種条件と適合させたうえで、代表者の交代は可能と考える。但し、仮に新たな規定が公布されれば、それに従うことになる。我々としては、執行の過程の中で、発生する各種問題や困難に関してまとめたうえで、国家工商総局に報告することになっているので、企業におかれてはその状況を随時ご連絡いただきたい。
３．高温手当

（当方）：昨年、高温手当の支払いを巡って、ある従業員が会社を労働仲裁に訴えたが、高温手当は必ずしも現金である必要はなく、エアコン設備やそれに係わる電気代などを福利厚生と見なすことができるとして、従業員の訴えを退ける判決が下された。また、「粤人社函（２００９）２０号」（以下、「２０号」）では、「非高温作業員」への高温手当は福利厚生と規定され、支給方法は、労働組合あるいは従業員代表と対等な協議によって定めることができるとある。仮に、労働組合や従業員代表者と対等な協議を経た上であれば、３３度未満で勤務する「非高温作業員」に対しては、高温手当を支給しないことは可能であるか伺いたい。
（市労働局）：高温手当については、企業からの問い合わせや意見が多い問題である。広東省人力資源社会保障局、衛生庁、省安全生産管理局、省地税局、省国税局、省総工会の６部門による粤入社発（２０１０）１９号（以下、「１９号」）で、非高温環境で働く従業員に対して、どのように高温手当を支給するかは企業が労働者代表と平等な協議を得て決定できると規定された。高温手当の支給については、３３度以上の高温環境であっても、３３度以下の非高温環境であっても、労働者代表あるいは工会と対等な協議を得た上で決めていくべきであると考える。
（当方）：昨年来、高温手当の取扱について企業によって判断が異なっており、各種意見が出ている。今年については、「１９号」に基づき、非高温環境で勤務する労働者に対しては、労働者代表あるいは工会と対等な協議を経たうえで、支給を見合わせる方向だと承知している。但し、懸念しているのは、「１９号」については、広東省からの規定であり、広州市から規定が出されていない。これまでの経緯を考えると、省レベルの規定が出た後に市レベルの規定が出ているため、市レベルの既定が発出されていない段階で決定してよいか伺いたい。

（市労働局）：衛監督発【２００７】１８６号において、高温手当に関する実施細則については、各省政府あるいは省の労働局が制定するとある。それに従って、広東省政府は「粤労社【２００７】１０３号」通達で、毎年６月～１０月までの間、気温３３度以上の環境で勤務する場合は月１５０元、３３度未満の環境で勤務する場合は月１００元を各従業員へ支給するよう定めた。広州市では、２００７年から、各企業に対して、同１０３号通達に遵守するように求めた。しかし、その後、規定執行の過程で、多くの企業から３３度未満であっても高温手当を支給することについて、各種意見が提出された。このため、「１９号」で非高温環境で勤務する従業員に対する高温手当の支給に関する意見が通達された。企業においては、各社の状況に基づき、労働者側の関連の権利を保護したうえで、労働者代表あるいは工会と対等な協議の場で決定していただきたい。
４．広州アジア大会関連の政策措置・各種規制について

（当方）：２００８年、北京オリンピックの開催を受けて、競技が開催される都市を中心に、危険物の輸入規制や検査の長期化による貨物滞留が発生し、また、北京市では環境負荷の高い工場の移転、市内での車両規制が実施された。今年１１月には当地においてアジア大会が控えているところ、アジア大会関連の政策措置や各種規制の有無について伺いたい。

（アジア大会組織委員会）：広州市はかつての北京市と同様に大気汚染が深刻な都市である。北京市は北京オリンピックに際して、北京市の努力、また周辺都市の協力も得ながら、目標値まで大気汚染レベルを下げることができた。広州市も同様に、広州市の努力、また、仏山市や東莞市など周辺都市の協力を得ながら、大気汚染を解決していくことになる。広州市政府は２００８年に「２００８年―２０１０年空気汚染総合整治実施方案」穂府（２００８）１０号という大気汚染に関する通知を公布した。同方案では、①工業企業の排気ガス汚染の防止・予防の強化、②産業構造の調整、③車輌排気ガスの総合的な防止・予防、④飲食サービス業の汚染の防止・予防の強化、⑤ガソリンスタンドなどの揮発性有機汚染の抑制、⑥粉塵汚染抑制の強化、⑦大気汚染解決のための連携が規定された。
ご承知のとおり、毎年１１月、１２月は、広州市や珠江デルタ地区では、「灰霾（スモッグのようなもの）」（当館注：組成成分は非常に複雑で、数百種の粒子が含まれる。その中で人体に対する主な有害物質は直径１０ミクロン未満の気体可溶性粒子（中国語：気溶膠粒子）で、同粒子は、直接人体に入り、気管支及び肺に粘着する。気体可溶性であるため、大部分は呼吸により人体に吸い込まれ、特に１ミクロン未満の微粒子は気管支及び肺胞に沈殿し、鼻炎、気管支炎等の病気を発症し、かかる環境が長期に及ぶ場合には肺ガンを誘発する）の状況が極めて深刻であり、大気汚染の抑制が難しい時期である。仮に、アジア大会期間中に、国家の環境基準に達することができないことが判明した場合、基準達成のために、政府及び環境部門は、目標を達成していない、あるいは改善が進んでいない企業や分野などを中心に、改めて協力を求めるための臨時措置を講じることになる。さらに、大気汚染に関する環境基準の達成がほとんど不可能な状況に陥った場合、多くの企業に対し、緊急措置として、操業停止を求めることもありえる。
交通管理部門は、選手や大会関係者の移動のために最善を尽くすことになる。関係規定は現在策定中あるいは批准中であるが、北京オリンピックと同様にナンバープレートの奇数か偶数による交通規制を実施する可能性が高い。
いずれにせよ、北京オリンピックで発生した、あるいは、上海万博で発生する問題を参考にしながら、アジア大会期間中は、原則的に北京オリンピックや上海万博と同レベルの交通規制を実施し、交通混乱を防止していくことになる。アジア大会関連の規制情報は、新聞やテレビなどのメディア媒体で発信することになるので、ご注意いただきたい。
５．一般ワーカーの人手不足

（当方）：一昨年の世界的な景気後退によって、多くの企業で受注が急速に減少したが、日系企業については、この困難な局面に対して、自然減による消極的なリストラで対応してきた。こうした中で、貴市の積極的な企業支援策などが奏功し、広州市進出の日系企業では、昨年３月ごろから徐々に受注回復の明るい兆しがあり、新規採用のニーズが高まっている。しかし、現在、広州市では、一般ワーカーの採用が困難な状況であり、企業としては、景気の「二番底」が懸念される中でも、雇用のために、給与水準の引き上げ等の待遇改善に最大限努めている。貴局におかれても、労働者確保につき何らかの対策を検討いただきたい。
（市労働局）：労働力確保に関して、広州市では、普遍的な問題になってきた。我々の一定規模以上の企業の採用状況に関する調査結果によると、昨年末に、企業の一般ワーカー需要が高まったことで、採用条件は一定程度改善されたが、依然として、労働集約型の製造業の受注が回復したこと等によって、「招工難」が発生している。例えば、番禺区では、サービス産業に関して、昨年６月～１０月までで１３４９社で１万４千人のワーカーが不足していた。昨年１１月までで４千人の労働者が供給されたが、依然として１万人の労働者が不足していることになる。
「招工難」については、以下の５点が原因と考えられる。

第一に、「招工難」に悩む大部分の企業は労働集約型の加工企業に属し、給与待遇が競争力に欠けており、労働者にとっては魅力の乏しいものになっている。例えば、番禺区の多くの企業では最低賃金である７７０元の給与であり、一般ワーカーは残業がなければ、生活していけない。また、長江デルタ、さらには内陸部の給与待遇より、広州市の給与水準は低いと言える。例えば、新疆ウイグル自治区ウルムチにおいて、ある業界の平均賃金が１０００元から２０００元であるところ、広州市の同業界の給与面はそれよりも低いことが我々の調査で判明した。

第二に、企業の求人情報を発信するチャネルが少なく、需給に矛盾が生じている。例えば、珠江デルタ地区の企業の受注が回復し、積極的に採用を始めているというような情報が必ずしも出稼ぎ労働者に伝わっていない。
第三に、雇用について、広州市は沿海部の大都市として、出稼ぎ労働者に依存しており、これが構造的な労働者不足を招いている。
第四に、労働者に関して、８０年代、９０年代世代の教育水準は高く、また、彼らは、生活のための仕事から満足感や将来性のある仕事を求めるようになっており、職業選択の意識が色濃くなってきている。このため、彼らは、労働条件や待遇が悪く、将来性に乏しい労働集約型の加工企業への就職を敬遠する傾向がある。
第五に、中央政府の農民支援策の推進に伴って、内陸部では政策的なサポート体制の整備が進んでおり、このため、内陸部の経済は急速に発展し、出稼ぎ労働者の地元での就職を加速させている。

　次に、今後の対策である。
　第一に、企業には、雇用に関する主体的な役割を担わせていく。つまり、我々は、地元企業に対して、「以人為本（人を中心とする）」概念の確立を積極的に提唱し、就業環境を積極的に改善し、労働者のために素晴らしい環境を形成していく。
第二に、政府としては、雇用、経済発展、公共管理を充実させていく。我々は合理的に経済を発展させていく政策や徴税政策を制定し、企業が給与をより多く支払え、柔軟な経営を行い、利益を出していけるような経営環境を整えていかなければならない。
第三に、市場が人的資源の調節の役割を担わせていく。具体的には、以下の５点となる。

①公共就業サービス機構の財政支援を拡大し、公共就業サービスによって需給を満たしていかなければならない。
②人的資源の就業予測システムの整備を加速させる。
③実践力のある職業技能訓練を強化し、労働力の「有効労働力の供給」を向上させ
る。
④採用情報のチャネルをさらに広げていき、求職情報の障害を撤廃するため、雇用者側と労働者型の双方のプラットホームを形成する。
⑤給与に関する団体交渉制度をさらに進め、給与の合理的な引き上げの長期的なメ
カニズムを構築し、給与水準の魅力を高めていかなければならない。
６．最低賃金について
（当方）：今年、広州市の最低賃金が引き上げられるとの報道が多く見られるが、その可能性如何。

（市労働局）：広州市の最低賃金の引き上げを求める声が日に日に高まっている。最低賃金については、省政府と省労働局が方針を定めて、それに基づき、各市が調整することになる。現在は省レベルで調査検討中であり、明確なことは言えないが、引き上げられる可能性は高いと見ている。
(了)

